
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
税
務
署

（
☎
㊱
３
１
１
１
）

　
町
県
民
税
申
告
の

　
お
知
ら
せ

　

町
県
民
税
申
告
と
所
得
税
申
告

の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
申
告
方

法
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
申
告

の
お
知
ら
せ
」を
ご
覧
い
た
だ
き
、

各
地
区
の
指
定
日
に
申
告
し
て
く

  
広
報  

し
ん
ち

平
成
25
年
1
月
20
日
号

　
確
定
申
告
が

　
は
じ
ま
り
ま
す

　

平
成
24
年
分
の
所
得
税
・
消
費

税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
が
始
ま

り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た

方
で
、
ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い
な

い
方
等
の
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
な
ど
の
手
続
き
に
よ
り
、

例
年
以
上
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
告
は
お
早
め
に
お
願

い
し
ま
す
。

受
付
日
時
　

１
月
22
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈮
ま

で
の
平
日

９
時
～
16
時

受
付
場
所
　

相
馬
市
振
興
ビ
ル
６
階

（
相
馬
市
中
村
字
塚
ノ
町
65
－
16
）

※
相
馬
税
務
署
に
は
申
告
書
作
成

会
場
を
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

※
車
で
お
越
し
の
方
は
、
相
馬
駅

東
側
臨
時
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

持
参
書
類

①
平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
書

（
控
）、
平
成
23
年
分
更
正
通
知
書

な
ど

②
平
成
24
年
分
の
所
得
金
額
や
所

得
控
除
額
の
わ
か
る
書
類
（
源
泉

徴
収
票
な
ど
）

③
青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳

書
な
ど
（
該
当
者
）

④
還
付
金
振
込
先
の
金
融
機
関
及

び
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
（
本

人
名
義
）

⑤
印
鑑

⑥
震
災
に
よ
り
損
壊
し
た
住
宅
等

の
修
繕
を
平
成
24
年
中
に
行
っ
た

場
合
は
、
修
繕
等
に
支
払
っ
た
金

額
の
わ
か
る
書
類
（
領
収
証
等
）

税
の
減
免
手
続
き

１
．
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅

や
家
財
・
自
動
車
な
ど
に
被
害
を

受
け
た
方
は
、
雑
損
控
除
等
の
適

用
に
よ
り
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

２
．
災
害
が
や
ん
だ
日
か
ら
３
年

を
経
過
し
た
日
ま
で
に
、
災
害
関

連
支
出
を
し
た
方
は
雑
損
控
除
の

適
用
に
よ
り
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
災
害
関
連
支
出
と
は
、
次
の
支

出
を
い
い
ま
す
。

①
災
害
に
よ
り
生
じ
た
土
砂
な
ど

を
除
去
す
る
た
め
の
支
出

②
住
宅
等
の
原
状
回
復
の
た
め
の

支
出（
資
産
の
損
失
部
分
を
除
く
）

③
住
宅
等
の
損
壊
・
価
値
の
減
少

を
防
止
す
る
た
め
の
支
出

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公

的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
所
得
税
（
国
税
）

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

が
な
く
な
り
ま
し
た
。

※
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
住
民
税

の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。住
民
税
に
関
す
る
ご
質
問
は
、

だ
さ
い
。

受
付
日
時
　

２
月
15
日
㈮
か
ら
３
月
15
日
㈮
ま

で
の
平
日
及
び
３
月
３
日
㈰

９
時
～
11
時
30
分
／
13
時
～
16
時

受
付
場
所
　

役
場
１
階
１
０
１
・
１
０
２
会
議
室

※
受
付
期
間
中
は
窓
口
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
医
療
費
控
除
・
経
費

等
に
つ
い
て
は
、
必
ず
事
前
に
計

算
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課
（
☎
�
２
１
１
９
）

復興事業に必要な土の確保に

ご協力をお願いします

　東日本大震災からの復興事業が本格的に始動し

ます。

　海岸、河川、道路、新地駅前整備などの事業の

ために、町全体で約２００万㎥の土が必要になり

ます。現在、候補地の調査に着手していますが、

町の早期復興のため、土の確保および土取りに適

した土地について、みなさまのご協力をよろしく

お願いします。

◎問い合わせ　都市計画課（☎�２１１３）



休日在宅歯科当番医

２月３日㈰  
原田歯科医院

（相馬市）☎㉟２５５７
２月 10 日㈰
竹林歯科医院

（原町区）☎㉔６０６０
２月 11 日㈪
ヒロシ歯科クリニック

（相馬市）☎㉟０５６７
２月 17 日㈰　
河田歯科医院

（原町区）☎㉔２９６９
２月 24 日㈰　
門馬歯科医院

（相馬市）☎㊱４１８２

診療時間　９時～ 16時

休日在宅当番医

２月３日㈰  
すぎやまこどもクリニック

（相馬市）☎㉖５１１１
２月 10 日㈰
八巻クリニック

（相馬市）☎㊲７１１７
２月 11 日㈪
やまぐち小児科医院

（相馬市）☎㊲８８１５
２月 17 日㈰　
桜ヶ丘さいとう整形外科

（相馬市）☎㉟１３３３
２月 24 日㈰　
わたなべ内科・胃腸科

（相馬市）☎㉖５０６１

診療時間　９時～ 16時

無料法律相談所
　新地町では、次のとおり弁護士および司法書士

による無料法律相談所を開設します。

開設日時（２月）
①弁護士による相談　　12 日㈫・26 日㈫

②司法書士による相談　 ５日㈫・19 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや支援制度の紹介等

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
　　日時　２月 12 日㈫・20 日㈬　10 時～ 15 時
　　場所　保健センター

行政相談
　　日時　２月 20 日㈬　10 時～ 15 時　　
　　場所　保健センター

　
臨
時
保
育
士

　
登
録
者
募
集

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
臨
時
保

育
士
の
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　

３
名
程
度

応
募
資
格

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方
（
平

成
25
年
３
月
末
日
ま
で
に
資
格
取

得
見
込
み
の
方
を
含
む
）

賃
金　

７
，
６
０
０
円
／
日

勤
務
場
所　

各
保
育
所

登
録
期
間

平
成
25
年
４
月
１
日
～
平
成
26
年

３
月
末
日

申
込
手
続
き

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
役
場
町
民
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
保
育
士
証
の
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
用
紙

は
役
場
町
民
課
に
あ
り
ま
す
。）

募
集
期
間

１
月
21
日
㈪
～
２
月
８
日
㈮

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
６
）

募集項目
予備自衛官補

（一般）

予備自衛官補

（技能）
受付期間 ４月３日㈭まで
募集人員 約 100 名 約 20 名

応募資格

H25.7.1

現在

18 歳以上

34 歳未満

18 歳以上で国家免
許資格等を有する者
技能に応じ 53 歳～
55 歳未満

試験期日
平成 25 年４月 12 日、13 日、14 日、
15 日のうちいずれか１日

　
平
成
25
年
度

　
予
備
自
衛
官
補
募
集

　

防
衛
省
・
自
衛
隊
で
は
、
下
記

の
と
お
り
予
備
自
衛
官
補
を
募
集

し
ま
す
。

　

受
験
案
内
の
配
布
お
よ
び
受
験

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛

隊
福
島
地
方
協
力
本
部
相
双
地
域

事
務
所
（
☎
㉓
４
７
１
２
）
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

家族のためのうつ病教室
　相双保健福祉事務所では、うつ病で治療を受けて
いる方のご家族（主治医の了解が得られた方）を対
象に次のとおり、「家族のためのうつ病教室」を開催
します。ぜひご参加ください。
日時　１月 31 日㈭　10 時～ 12 時
会場　相双保健福祉事務所１階第４相談室
講師　雲雀ヶ丘病院　精神科医師　堀　有伸　氏
◎問い合わせ　相双保健福祉事務所（☎㉖１１３２）


